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木津川市過疎地域持続的発展市町村計画の策定に対する附帯 

決議について 

 

 

上記の附帯決議を、木津川市議会会議規則第１４条第１項の規定により、

別紙のとおり提出します。 



木津川市過疎地域持続的発展市町村計画の策定に対する附帯決議（案） 

 

 

本市は加茂地域が令和４年４月１日付けで過疎地域として公示され、当該地域の

持続的発展に取り組むため、令和４年度から７年度までを期間とした「木津川市過

疎地域持続的発展市町村計画」を策定した。 

過疎対策事業債の起債額は、令和４年度３，１１０万円、令和５年度４，１２０

万円、令和６年度３，９６０万円、令和７年度７，２１０万円（見込み）となって

おり、４年間で１億８，４００万円である。 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は、人口の著しい減少等に伴っ

て地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比

較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な

特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の

確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風

格ある国土の形成に寄与することを目的としている。 

本市が過疎指定を受けている他の自治体とは財政力指数など状況が違う点は理解

するものの、本市における固有の実状にあった対策が必要であると考える。特別措

置法の目的が着実に実現できるように、過疎対策事業債を始め、有利な財源確保に

努め、今後の５年間で更に効果的な木津川市過疎地域の持続的発展に繋がる施策を

実施されるよう求める。 

 

以上、決議する。 
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